
自治公民館

○所有者又は管理者が地域に不在もしくは高齢者等で管理が出来ない場合
○車両等の通行に支障をきたすと判断される場合（枯れ木等で倒木の恐れがある場合）
○支障木とは高さが概ね10m（竹も含む）
※なお、伐採の許可等は各団体等で責任をもって行うこと

○倉吉市自治公民館

対象者

○市道等沿いの民有地であって、倒木が予想される樹木の伐採に係る費用の一部補助。
　　※注１：他の補助との併用は出来ません　※注２：枝打ち（枝払い）のみは対象外となります。

支援の内容

○経費の３／４補助（上限２０万円）

　　　　　　

支給限度額

《補助要件》※下記の要件をすべて満たしていること

事業の流れ

➀申請

②交付決定

事業の概要

《お問い合わせ先》　倉吉市建設部建設課　　電話：0858-22-8169

倉吉市

○市道、生活道等の道路（国道・県道を除きます。）での事故や災害の発生を未然に防止するた
め、通行の支障となっている樹木（民有地からのもの）の伐採・処分を行う自治公民館に対し、そ
の経費を補助するものです。

 

※倉吉市からの承認後に事業実施　※実施前、中、後の写真を完了届に添付してください。　

④確認・支払い

③着工・実績報告


